
４月ｏｒ10月

着手後順次

＜本　市＞

原則、請求日の前月末作成分で締め

＜本　市＞

＜本市⇒請負人＞ 様式１－単 著しい価格変動を認める契約工種について、

様式１－１－単 当期の施工実績により、対象工事材料の品目ごとの変動額が

変動額算定表 発注額の１％を超える場合に、請求対象として採用 着手後順次

＜請負人⇒本市＞ 様式２－単 異議申し立てを適正と認めるときは、変動後価格を、

様式２－１－単 請負人の証明書類に基づく額に代えて

対象の算定をやり直し、請求対象を確定。

＜本　市＞ 請求のあった工事材料のうち、品目ごとに

｢変動額Ｑ｛×(-１)}＞Ｐ×１％」を満たすものを対象工事材料として採用する。

＜本　市＞ 請求のあった工種について、その工種を構成する

対象工事材料の単価を最新実勢単価として再計算し、
「１％を超える変動がある工種」を変更対象とする。
＜ただし、変動後の単価に１％を加算する。＞

契約締結後順次

適用：新契約単価　

実施フロー及び様式（減額の場合）

様式 契約の執行

＜当初＞単価契約

当期の既発注額Ｐの算定

契約単価の変更積算

施工指示・請書作成

施工指示・請書作成

対象工事材料の変動額Ｑの仮算定

　　　　　　　　　　　　  異議申し立て

変更の請求

対象工事材料の変動額Ｑの本算定

工期末

適用：当初契約単価

実施フロー

＜変更＞単価契約

施工指示・請書作成

※異議申し立てがある場合※異議申し立てがない場合


